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№ 項目 質問内容 回答 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

委託先 海外事業者への業務委託は可能か

（英語でのWEBサイト作成を海外のWE

B制作会社へ依頼したい）。可能な場

合、注意事項はあるか。 

事業の目的達成に不可欠で、海外事

業者への委託が、国内事業者への委託

と比べてより効率的である明確な理由

を示せたと認められる場合、海外への

業務委託も妨げませんが、日本国内の

受発注に係る手続き・書類を整備でき

ることが条件となります。具体的には

、決済が事業期間内に完了し、補助事

業の精算に係る証憑類を円建て表記か

つ日本語（併記を含む）で整備できる

かといったことと、県が実施する検査

への日本語での対応が可能であること

等があります。 

 

２  補助事業にかかる自己負担分(10分

の2)の財源について、他省庁(国)お

よび都道府県からの補助・助成との

重複活用は認められない旨の記載が

「説明会Q&A」にあったが、本事業の

ために重ねて市町村からの補助・助

成を受けることの可否について伺い

たい。 

公募要領「３ 応募参加資格⑶当補

助事業の応募にあたり、提案する実施

内容について、他の補助事業等から助

成を受けていないこと」とあることか

ら、本事業のために重ねて市町村から

補助・助成を受ける場合は、当該補助

事業の適用除外となります。 

３ 実施計画書 複数年度で応募する場合、各年度

分の記載が必要な資料として、「実

施計画書」のみを作成すればよろし

いでしょうか。また、別記様式1-1～

1-4についても、各年度分を作成・提

出する必要があるかご教示いただけ

ますでしょうか。 

令和8年度以降の計画についての記

載は「実施計画書」のみで差し支えあ

りません。別記様式1-1～1-4について

は令和7年度分のみで結構です。 



４ 【様式３】 「類似事業等の実績書」の記載内

容について、観光コンテンツ開発事

業かつ補助事業として採択された実

績に限定される認識でよいか。観光

コンテンツ開発事業以外の補助事業

の採択実績については、記載不要と

いう理解で差し支えないか。 

「類似事業等の実績」としては観光

関連であるなど内容に類似点のある県

内・県外の補助事業、委託事業等の実

績がある場合に記載ください。 

５ 公募要領 旅前・旅後の観光消費額の向上を

目的としたコンテンツ開発も、本補

助事業の対象となるか。 

本補助事業においては沖縄の観光コ

ンテンツ、いわば沖縄を舞台とした旅

ナカの体験を開発することも申請要件

の１つです（公募要領５参照）。その

付加価値を高めるために旅マエや旅ア

トの取り組みも含めて申請いただくこ

とは可能ですが、旅ナカの体験を含め

て連続性を持った1つの観光コンテン

ツである必要があります。 

６ 公募要領 「観光コンテンツ開発を支援する

ことにより」という記載の趣旨につ

いて、沖縄の工芸品や県産品等を、

文化や歴史的背景とともに紹介・販

売する仕組みの構築も、ソフトパワ

ーを活用した観光コンテンツ開発の

“支援”に該当する認識でよいか。 

当該の“支援”表記は県による本事

業の実施自体を指しており、本補助事

業に申請できるのは観光コンテンツの

開発を行う事業に限定されます。した

がって工芸品や県産品等を用いる場合

も、体験の一部で使用する等、それを

用いた観光コンテンツである必要があ

ります。 

７  修学旅行の事前学習/探究学習のコ

ンテンツ・教材制作を企画しており

執筆者は外部の研究者を想定してい

るが、委託費の上限はあるか。 

事業費に占める委託費の比率に制限

は設けておりません。なお事業の企画

判断、管理運営等、補助事業の根幹に

関わる業務の委託は不可であるほか、

予算の妥当性も審査対象ですので留意

ください（公募要領６(２)、９(３)参

照）。 



８  弊社には一覧できる形にまとまっ

た「給与表」がないが、人件費算出

に当たり、根拠資料は人事部が発行

した該当社員の基本給データで問題

ないか。 

当該社員の基本給データでの等級が

分かる書類と併せて、給与表に代わる

ものとして、お申し出の書類で差し支

えありません。 

９ 実施体制 実施体制は見込みでも良いのか？

（他組織に対して、今から計画を打

診して協力連携名義を頂くのは厳し

い） 

協力機関や委託先等、実施主体（コ

ンソーシアム含む）の外部の組織のう

ち、実施体制図には記載するものの関

係性に確約がない場合、「予定」や「

見込み」等と追記してください。ただ

し、正式な名義掲載は難しくても、一

定程度の了解は必要のため、内諾は得

ておく必要があります。 

なお、事業の遂行にあたり必要な人

員、管理体制等を有していることは申

請要件（公募要領３(２)参照）となっ

ているほか、運営体制の妥当性は審査

対象（公募要領９(３)参照）ですので

留意してください。 

１０ 事業成果 初年度実績は何処まで求められる

のか（開発したツアーの稼働実績）

。 

申請時に設定する定量目標や定性目

標を事業期間中に検証する必要があり

ますので、開発したコンテンツを実証

する取り組みを必ず盛り込んでくださ

い（実施計画書記載要領３および補足

を参照）。（設定例：独自のFAMトリ

ップ、モニターツアー等） 

１１ 補助対象経費 ⑴ツアー代金（モニターとしての補

助）は認められるのか。 

⑵ 構造物（ツアー用養殖構造物）

の設置に係る作業費は認められる

のか。 

 

 

 

⑴ 当該コンテンツのモニター参加に

かかる旅費も計上できます。 

⑵ 公募要領「５補助率・補助対象経

費等⑶補助対象外経費」において「

・施設整備や機材購入などのハード

整備（設備投資）に係る経費」とあ

ることから、構造物の設置に係る作

業費も補助対象外経費となります。 



⑶ 申請法人から関係組織への委託は

可能か（任意団体として独立した

規約・名簿・会計区分のある下部

組織への委託） 

 

 

 

 

 

 

⑷ ソフト開発も設備投資と認定さ

れるのか（プログラム造成内で設

備投資となる部分）。 

 

 

 

 

 

⑸ 備品と消耗品の線引きは何処に

あるのか（金額なのか、売却可能

な汎用品など商品特性なのか） 

⑶関係組織への委託は、「公募要領「

５補助率・補助対象経費等⑷利益等

排除について」にもあるように、自

社事業と明確な区別をつけ、自社調

達がある場合は原価を持って補助対

象事業費に計上できる場合は可能と

なります。 

 

⑷ ソフトウェアの開発については、

公募要領「５補助率・補助対象経費

等⑶補助対象外経費」において「・

施設整備や機材購入などのハード整

備（設備投資）に係る経費」の設備

投資に該当するため、対象外となり

ます。 

 

⑸ 事業を行うために必要な物品のう

ち、１年以上継続して使用できるも

のを備品、それ以外で事業でのみ使

用するものを消耗品とします。なお

本補助事業では備品は計上不可、消

耗品は計上可能となっております。 

１２ 補助事業費の精算 概算払いは可能か（可能だとする

と時期と頻度は）。 

原則として精算払いとなります。 

 

 

 

 

 


